
主 な 内 容

〈平成26年〉

発行■荒川区 ☎（3802）3111 〒116-8501 東京都荒川区荒川2-2-3／毎月1日・11日・21日／80000部発行

3面■情報公開・個人情報保護制度～25年度の運用状況と制度のあらまし／4面■25年度下半
期財政状況をお知らせします／5面■あらかわの伝統技術展職人体験コーナーの参加者を募集

No.1492
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臨 時 福 祉
給　付　金

子育て世帯
臨時特例給付金

単
身
世
帯

高齢者世帯
フ
リ
ー
タ
ー 子どもが全員

高校生以上の世帯

対象者
対象者

低所得世帯 中所得世帯

中学生以下の子がいる世帯中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

支給対象者イメージ図

＊ご自身が対象となるかは、対象者診断チャート（右下図）を参考
　にして下さい
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臨 時 福 祉

臨 時 福 祉

子育て世帯

診断スタート

はい

はい はい

はい はい

い
い
え

い
い
え

い
い
え

いいえいいえ

26年度分の住民
税は課税されて
いますか

26年度分の住
民税が課税さ
れている方に
扶養されてい
ますか

基礎年金・児
童扶養手当等
を受給してい
ますか

26年1月分の児童手当・特例給
付を受給していますか

25年中の所得は児童
手当の制限額未満で
すか

臨時福祉給付金の支
給対象となる可能性
があります
給付金額　1万円

臨時福祉給付金の支
給対象となる可能性
があります
給付金額　1万5千円
＊加算を含む

子育て世帯臨時特例給
付金の支給対象となる
可能性があります
給付金額　1万円

対象ではありません

対象者診断チャート
＊生活保護を受けている方は、保護基準の改定で対応しているため、給付金の対象ではありません
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